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重点要望事項（税制関係） 

１ 地域主権改革の実現のための国・地方間の税源配分の是正 

消費税、所得税、法人税など複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地方

間の「税の配分」をまずは５：５とすること。 

さらに、国と地方の新たな役割分担に応じた「税の配分」となるよう、地方

税の配分割合を高めていくこと。 

なお、地方公共団体間の財政力格差の是正については、地方税収間の水平調

整ではなく、地方税財源拡充の中で地方交付税等も含め一体的に行うこと。 

 

２ 大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化 

大都市特有の財政需要に対応するため、都市税源である消費・流通課税及び

法人所得課税などの配分割合を拡充強化すること。 

特に、地方消費税と法人住民税の配分割合を拡充強化すること。 

 

３ 事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設 

道府県に代わって行っている事務について所要額が税制上措置されるよう、

道府県から指定都市への税源移譲により大都市特例税制を創設すること。 
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重点要望事項（財政関係） 

１ 国庫補助負担金の改革 

国と地方の役割分担を明確にしたうえで、国が担うべき分野については、必

要な経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野については、国庫

補助負担金を廃止し、所要額を全額税源移譲すること。 

また、地方の自由度の拡大につながらない単なる国庫補助負担率の引下げは、

決して行わないこと。 

なお、一括交付金は、税源移譲までの経過措置とすること。 

 

２ 国直轄事業負担金の廃止 

国と地方の役割分担の見直しを行ったうえで、国が行うこととされた国直轄

事業については、地方負担を早期に廃止すること。 

また、現行の国直轄事業を地方へ移譲するにあたっては、必要経費を税源移

譲により全額財源措置すること。 

 

３ 地方交付税の改革等 

地方財政計画の策定の際に、地方の財政需要を適切に積み上げるとともに、

地方税などの収入を的確に見込むことで、必要な地方交付税の総額を確保する

こと。 

国・地方を通じた歳出削減努力によってもなお生じる地方財源不足額の解消

は、臨時財政対策債の発行等による負担の先送りではなく、地方交付税の法定

率引上げによって対応すること。 

地方交付税の算定にあたっては、大都市特有の財政需要を的確に反映させる

仕組みを構築するとともに予見可能性の確保に努めること。 
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要望事項（税制関係） 

１ 消費・流通課税の充実 

消費・流通課税の市町村への配分割合の大幅な拡充を図ること。 

特に、国・地方間の税源配分の是正を図る中で、地方消費税のより一層の充

実を図ること。 

 

２ 所得課税の充実（個人住民税） 

国・地方間の税源配分の是正を図る中で、税収が安定した市町村の基幹税目

である個人住民税のより一層の充実を図ること。 

 

３ 所得課税の充実（法人住民税） 

都市的税目である法人住民税について、大都市特有の財政需要に対応するた

め、国・地方間の税源配分の是正を図る中で配分割合の拡充を図ること。 

 

４ 固定資産税の安定的確保 

固定資産税は、税源の偏りが小さく、住民税と同様に基礎的行政サービスの

提供を安定的に支えるうえで重要な基幹税目であるので、今後も公平かつ簡素

な税制を目指すとともに、その安定的な確保を図ること。 

 

５ 定額課税の見直し 

相当期間にわたって据え置かれている定額課税については、税負担の均衡や

物価水準等を考慮し、適切な見直しを行うこと。 

 

６ 租税特別措置等の整理合理化 

国税の租税特別措置及び地方税の非課税等特別措置の一層の整理合理化を進

めること。 

特に、固定資産税・都市計画税の非課税及び課税標準の特例等については、

抜本的な見直しを行うこと。 
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要望事項（財政関係） 

１ 国庫補助負担金の運用・関与の改善 

国庫補助負担金の改革がなされるまでの間、存続する国庫補助負担金につい

ては、超過負担の解消、弾力的な運用及び事務手続等の簡素合理化を図ること。 

 

２ 地方債の発行条件の改善 

政府資金について、地方債の発行条件の改善、安定的な確保並びに繰上償還

に係る特例措置の対象の拡大を図ること。 

また、地方債の償還期間については、施設の耐用年数に応じた弾力的運用を

行うこと。 
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［重点要望事項詳細説明］ 
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注 １ 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

２ 平成 22 年度予算における「税の配分」は 4.5：5.5 となっているが、これは、景気の影響による法人税など 

の国税の大幅な減収に起因するものであり、税源配分の是正によるものではない。 

 

地 方 

62兆 7,637億円 

87.2％ 

税の配分 税の実質配分

 国  9 兆 2,082億円 
12.8%

地方税 

32兆 5,096億円 

45.2％ 

国 税 

39兆 4,623億円 

54.8％ 

《現 状》 

国・地方における租税の配分状況（平成22年度） 

 

総額71兆 9,719億円 総額 71兆 9,719億円 

地方交付税 17 兆 4,779 億円 

地方譲与税  １兆 9,171 億円 

国庫支出金 11 兆 5,663 億円 

国直轄事業 

負担金等  △       7,072億円 

地 方 税 32兆 5,096億円 

税源移譲 
： 

9 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状における国・地方間の「税の配分」は 5.5：4.5 であり、一方、地方交付

税、国庫支出金等も含めた「税の実質配分」は１：９となっており、依然として

大きな乖離がある。 

したがって、地方消費税の配分割合の大幅な引き上げなど、基幹税からの税源

移譲を行い、国・地方間の「税の配分」をまずは５：５とすべきである。 

さらに、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるように

するため、国と地方の役割分担を抜本的に見直したうえで、その新たな役割分担

に応じた「税の配分」となるよう、具体的な工程を明示し、地方税の配分割合を

高めていく必要がある。 

なお、地方法人特別税のように、地方税の一部国税化によって、地方税収間の

水平調整による格差是正を行うことは、地域主権改革の趣旨に反するものであり、

地方公共団体間の財政力格差の是正は地方税財源拡充の中で、地方交付税等も含

め一体的に行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[重点要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

１ 地域主権改革の実現のための国・地方間の税源配分の是正 

消費税、所得税、法人税など複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・

地方間の「税の配分」をまずは５：５とすること。 

さらに、国と地方の新たな役割分担に応じた「税の配分」となるよう、

地方税の配分割合を高めていくこと。 

なお、地方公共団体間の財政力格差の是正については、地方税収間の水

平調整ではなく、地方税財源拡充の中で地方交付税等も含め一体的に行う

こと。 

税の配分の
抜本的な 
是正が必要!

： 

4.5 

5.5 
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国税・地方税＝５：５とするための税源移譲のパターン例 

＜６兆円程度の税源移譲が必要な場合の試算＞ 

 例１ 例２ 例３ 

消費税から 

地方消費税へ 

消 費 税 4％ ⇒ 2.5％

地方消費税1％ ⇒ 2.5％

 

(移譲見込額)約４兆円 

消 費 税 4％ ⇒ 2.5％

地方消費税1％ ⇒ 2.5％

 

(移譲見込額)約４兆円 

消 費 税 4％ ⇒ 2.5％

地方消費税1％ ⇒ 2.5％

 

(移譲見込額)約４兆円 

所得税から 

個人住民税へ 

個人住民税の税率 

10％ ⇒ 11％ 

 

(移譲見込額)約１兆円 

個人住民税の税率 

10％ ⇒ 1２％ 

 

(移譲見込額)約２兆円 

 

法人税から 

法人住民税へ 

法人住民税の配分割合 

12.2％ ⇒ 17.2％ 

         

(移譲見込額)約１兆円 

 法人住民税の配分割合 

12.2％ ⇒ 22.2％ 

         

(移譲見込額)約２兆円 

移譲額計 ６兆円程度 ６兆円程度 ６兆円程度 

注 １ 国と地方の税の配分割合を５：５とするためには、平成19年度から平成22年度までの間の平均では、６兆円程度の税源移譲が必要となる。 

２ 税源移譲のパターン例は、複数の基幹税からの税源移譲の姿を具体的に示すために、現行税率における消費税から地方消費税への税源 

移譲（地方消費税 1％⇒2.5％）を基本に、一定の税率等を設定して試算したものである。 

３ 移譲総額は平成 19 年度から平成 22 年度までの国の決算額又は当初予算・地方財政計画ベースの平均により計算した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域主権改革 

《さらに》 《まずは》  

税の配分 税の実質配分 税の配分 役割分担

国５：地方５
国と地方の新たな役割分担 

に応じた「税の配分」 

 

 

 

地方税 

 

 

国 税 

 

 

 

地方の役割

国 税 国の役割 

５ 
 

： 
 

５ 

国 

 

 

 

地方 

 

 

 

地方税 

地方消費税の 

配分割合の 

大幅な引上げなど 

さらなる 

税源移譲 
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指定都市では、圏域の中枢都市としての財政需要や、人口の集中・産業の集積

に伴う都市的課題から生じる財政需要といった大都市特有の財政需要を抱えてい

るにもかかわらず、都市税源である消費・流通課税及び法人所得課税の配分割合

が極めて低くなっている。 

したがって、指定都市において、消費流通活動が活発に行われていること及び

法人が産業経済の集積に伴う社会資本の整備などの利益を享受していることを踏

まえ、都市税源、特に地方消費税と法人住民税の配分割合を拡充強化する必要が

ある。 

都市的財政需要（全国平均との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

19.61
12.47

1.28
1.37

2.15

1.53

15.63
9.63

1.83
1.42

2.45

1.03

0.433

0.398

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

人口1人当たり

ごみ総排出量（t/人）

人口1万人当たり

ホームレス人数（人）

人口100人当たり

犯罪認知件数（件数）

道路線密度　　

（道路実延長km/　　

可住地面積k㎡）　　

人口1万人当たり

保育所入所待機児童数

（人）

合計特殊出生率　　

生活保護保護率　　

（‰）　　

128.4
108.7

78.2
53.2

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

人口1人当たり土木費（千円）

人口1人当たり民生費（千円）

[重点要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

２ 大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化 

大都市特有の財政需要に対応するため、都市税源である消費・流通課税

及び法人所得課税などの配分割合を拡充強化すること。 

特に、地方消費税と法人住民税の配分割合を拡充強化すること。 

◎環境問題や 

安全・安心に関わる問題

◎都市基盤更新経費や

少子高齢化問題 

都市の課題（全国平均との比較）

注 各種統計より作成 

（指定都市÷全国） 

（倍） 

（指定都市÷全国） 

注 全国と指定都市（平成 20 年度時点）の比較 
（倍） 

指定都市 

全国 

指定都市 

全国 
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28.1%

30.7%

20.2%

22.2%

20.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

事業系
ごみ搬入量

年間商品販売額

事業所数

従業者数

人口

注 各種統計より作成 

（平成 22 年度） 

法人所得課税の配分割合（実効税率） 

国税 

72.9% 

国税 

80.9% 

道府県税 

10.4% 道府県税 

23.1% 

市町村税 

8.7% 市町村税 

4.0% 

注 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

消費・流通課税の配分割合 

活発な消費流通活動及び法人の事業活動（指定都市の全国シェア） 

 

注  実効税率は、法人事業税及び地

方法人特別税が損金算入される

ことを調整した後の税率である。 

都市的税目の配分割合が

極めて低い！ 

指定都市は全国の人口

の約２割が集中してお

り、年間商品販売額も全

国の約３割を占めるな

ど、消費流通活動及び法

人の事業活動が活発！ 
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指定都市には、事務配分の特例により道府県の事務・権限が移譲されているが、

地方税制は事務・権限に関わりなく画一的であるため、移譲された事務に必要な

財源について、税制上の措置が不十分である。 

指定都市の市民は、道府県から移譲された事務について、指定都市から行政サ

ービスを受けているにもかかわらず、その負担は道府県税として納税しており、

受益と負担の関係にねじれが発生している。 

したがって、指定都市が道府県に代わって提供する行政サービスに係る経費の

うち、税制上の措置不足額については、個人道府県民税、法人道府県民税及び地

方消費税の複数税目からの税源移譲による税源配分の見直しによって財源措置す

べきである。 

また、地域主権改革において、新たに道府県から指定都市に移譲される事務・

権限についても、併せて必要な財源についての指定都市への税制上の措置を講ず

る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大都市特例事務の例示  

地方自治法に基づくもの 

・児童福祉      ・民生委員    ・身体障害者福祉 ・生活保護 

・行旅病人及び死亡人 ・社会福祉事業  ・知的障害者福祉 ・母子家庭及び寡婦福祉

・老人福祉      ・母子保健    ・障害者自立支援 ・食品衛生 

・墓地、埋葬等規制  ・興行場、旅館及び公衆浴場営業規制 

・精神保健及び精神障害者福祉      ・結核予防    ・都市計画 

・土地区画整理事業  ・屋外広告物規制 

 

個別法に基づくもの 

・土木出張所     ・衛生研究所   ・定時制高校人件費 

・国、道府県道の管理 ・道府県費負担教職員の任免、研修  等 

[重点要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

３ 事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設 

道府県に代わって行っている事務について所要額が税制上措置されるよ

う、道府県から指定都市への税源移譲により大都市特例税制を創設すること。 

  

  

指指定定都都市市のの市市民民はは  

☆☆  行行政政ササーービビススはは「「指指定定都都市市かからら受受益益（（大大都都市市特特例例事事務務））」」  

★★  そそのの負負担担はは「「道道府府県県へへのの納納税税」」  

 

受 益 と 負 担 の 関 係 に ね じ れ 

指指定定都都市市がが道道府府県県にに代代わわっってて提提供供すするる行行政政ササーービビススにに係係るる経経費費はは  

道道府府県県かからら指指定定都都市市へへのの税税源源移移譲譲にによよるる  

税税源源配配分分のの見見直直しし（（大大都都市市特特例例税税制制のの創創設設））にによよりり措措置置すすべべきき  

（（個個人人道道府府県県民民税税、、法法人人道道府府県県民民税税及及びび地地方方消消費費税税のの複複数数税税目目かかららのの税税源源移移譲譲））  



- 12 - 

 

大都市の事務配分の特例に伴う税制上の措置不足額 

（平成22年度予算に基づく概算）

  

道道府府県県にに代代わわっってて負負担担ししてていいるる経経費費  

（特例経費一般財源等所要額） 
同同左左税税制制上上のの措措置置  

３，７１０億円 

 

地方自治法に基づくもの 

土木出張所 

衛生研究所 

定時制高校人件費 

国・道府県道の管理等 

２，３１３億円 

 

１，３９７億円 

 

税制上の措置済額 

 

税制上の 

措置不足額 

これに加え、道府県から指定都市へ新たに事務移譲・権限移譲が行

われる場合は、所要額について税制上の措置が必要！！ 
 
・道府県費負担教職員給与費  約８，４００億円 など 

（平成20年度決算をもとに推計） 
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国と地方の役割分担を明確にしたうえで、国が担うべき分野については、必要

な経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野については、国の関与・

義務付けを廃止し、国庫補助負担金の廃止と税源移譲を一体で進めることで、真

に住民に必要なサービスを地方自らの責任で自主的、効率的に提供することが可

能となる。 

 特に、これまでの改革で行ったような単なる国庫補助負担率の引下げは、地方

の自由度の拡大につながらないことから決して行うべきではなく、交付金化され

た国庫補助負担金についても、国の関与が依然として残ることから、廃止のうえ

税源移譲を行うべきである。 

また、これらの改革が行われる際には、大都市特例事務に係る国庫補助負担金

について、相当額全額を指定都市に税源移譲すること。 

一括交付金については、あくまでも税源移譲までの経過措置とし、税源移譲ま

での工程を明確にすること。また、導入にあたっては、地方が必要とする財源を

確保するとともに、将来の税源移譲を見据え、府省の枠を超えた一つの大きな「一

括」の交付金とし、その使途を限定しないこと。さらに、地方の自由度の拡大の

観点から、地方の事後評価を重視し、国の関与は最小限とすること。 

なお、地方公共団体間の財政調整機能は地方交付税の役割であることから、一

括交付金にその機能を負わせないこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[重点要望事項詳細説明＜財政関係＞] 

国が担うべき分野

国と地方の役割分担を明確化 

地方が担うべき分野

国庫補助負担金の廃止 
 
国の関与・義務付けを廃止 

所要額を税源移譲 
 

役割分担に応じた税源配

分へ 
一体的

必要な経費全額を国が負担 

１ 国庫補助負担金の改革 

国と地方の役割分担を明確にしたうえで、国が担うべき分野については、
必要な経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野については、
国庫補助負担金を廃止し、所要額を全額税源移譲すること。 
また、地方の自由度の拡大につながらない単なる国庫補助負担率の引下げ

は、決して行わないこと。 
なお、一括交付金は、税源移譲までの経過措置とすること。 

単なる国庫補助負担率の 

引下げは行わないこと 

一括交付金は税源移譲までの 

経過措置とすること 
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税源移譲すべき国庫補助負担金 

 

 

 

 

（参考）「三位一体の改革」における国庫補助負担金の改革（平成 16～18 年度） 

国庫補助負担金の廃止・縮減 △4.7 兆円 

税源移譲の対象となるもの △2.9 兆円 

交付金化 △0.8 兆円 

 

スリム化 △1.0 兆円 

負担率が引下げられた主なもの 

義務教育費国庫負担金   1/2 ⇒ 1/3 

児童扶養手当給付費負担金 3/4 ⇒ 1/3 

児童手当国庫負担金    2/3 ⇒ 1/3 

 

 

「一括交付金は税源移譲までの経過措置」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

事  項 主 な も の ２２年度予算額 

投資 社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金 2 兆 2,888億円  

経常 
次世代育成支援対策交付金、学校・家庭・地域連携協力推進事業費

補助金 
877億円 

奨励的補助金 

（地財法16条） 

義務 児童育成事業費補助金、地域生活支援事業費補助金 1,800億円 

投資 社会資本整備総合交付金、農山漁村地域整備交付金 6,662億円 

経常 土地改良施設管理費補助 56億円 
国庫負担金 

（地財法10条） 

義務 義務教育費国庫負担金、児童保護費負担金 1 兆 9,585億円 

小      計 5 兆 1,868億円 

社会資本整備特別会計等 地域連携推進事業費補助、交通円滑化事業費補助 1,029億円 

合      計 5 兆 2,897億円 

注 平成 16 年 7 月に指定都市市長会が提言した「廃止すべき国庫補助負担金」の未実施分に、それ以降新設され

た国庫補助負担金のうち税源移譲すべきものを追加したもの。今後も整理を行い、地方が担うべき分野として

税源移譲すべき国庫補助負担金があれば追加していく。 

国庫補助 

 

負 担 金 

 

地方が 

 

担うべき分野 

国が 

担うべき分野 
 

 

一括交付金 

国庫補助負担金

経 過 措 置

 

税 源 移 譲 
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地域主権改革の観点から、国と地方の役割分担の見直しを行ったうえで、最終

的に国が行うこととされた国直轄事業については、国の負担で整備を行うべきで

あり、地方公共団体に対して個別に負担を求める性格のものではないことから、

地方負担は早期に廃止すべきである。 

また、現行の国直轄事業を地方へ移譲するにあたっては、必要経費を税源移譲

により全額財源措置すべきである。 

廃止・移譲の検討にあたっては、指定都市との協議の機会を設けて意見を十分

に取り入れ、具体案を提示するとともに、確実に実施すること。 

なお、国直轄事業負担金が廃止されるまでの間、国直轄事業の実施にあたって

は、地方の意見や財政状況が反映されるよう、国が事業内容、事業費等を決定す

る前の計画段階から各指定都市と協議を行い、合意形成できる制度を導入するこ

と。また、その際には詳細な説明と十分な情報提供を行うこと。 

 

 

 

国直轄事業（整備分）に対する指定都市の負担（国に対して直接支出しているもの）          

（単位：百万円） 

事 業 名 
指定都市における

国直轄事業費 

国直轄事業に対する

指定都市の負担額 
負担割合 

国  道 140,231  51,070  36 ％  

港  湾 56,774  19,645  35 ％  

計 197,005  70,715  36 ％  

注 指定都市の負担額は平成 20 年度決算による数値である。 

 

 

 

 

[重点要望事項詳細説明＜財政関係＞] 

２ 国直轄事業負担金の廃止 

国と地方の役割分担の見直しを行ったうえで、国が行うこととされた国直

轄事業については、地方負担を早期に廃止すること。 

  また、現行の国直轄事業を地方へ移譲するにあたっては、必要経費を税源

移譲により全額財源措置すること。 
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（参考）国直轄事業負担金の推移（国に対して直接支出しているもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）国直轄事業（整備分）に対する指定都市の負担（道府県を通じて負担しているもの） 

（単位：百万円） 

事 業 名 国直轄事業費 指定都市の負担額 負担割合 

港  湾 15,689 2,302 15 ％ 

農業農村整備 23,498 838 4 ％ 

公  園 6,501 849 13 ％ 

空  港 6,188 574 9 ％ 

そ の 他  2,741  996 36 ％ 

計  54,617  5,559 10 ％ 

注 指定都市の負担額は平成 20 年度決算による数値である。 

普通建設事業費と国直轄事業負担金の伸びの比較（普通会計ベース）

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

6 8 10 12 14 16 18 20

1

2

3

4

5

6

7

（平成６年度：100）

普通建設事業費

国直轄事業負担金

普通建設事業費に占める
国直轄事業負担金の割合

（％）（指数）

年度

注 １ 平成６年度から平成 14 年度まではさいたま市・相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・堺市・岡山

市を除いた 12 市計、平成 15 年度から平成 16 年度は相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・堺市・

岡山市を除いた 13 市計、平成 17 年度は相模原市・新潟市・浜松市・堺市・岡山市を除いた 14 市

計、平成 18 年度は相模原市・新潟市・浜松市・岡山市を除いた 15 市計、平成 19 年度から平成

20 年度は相模原市・岡山市を除いた 17 市計である。 

２ 近年、地方公共団体の公共事業関連予算が大幅な減少傾向にあるのに対し、国直轄事業はほぼ横

ばいで推移しているため、国直轄事業負担金の占める割合は、年々増大している。 

３ 国直轄事業負担金については、維持管理分も含んだ数値になっている。 
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地方交付税は、地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスを提供するた

めの地方固有の財源である。その改革については、財源の保障機能と税源偏在の

調整機能を分離することなく双方を重視するとともに、地方の役割や行政サービ

スの水準について地方と十分な議論を行ったうえで進めること。 

財政運営戦略において、平成 23 年度から 25 年度は、平成 22 年度の地方の一般

財源と同水準を確保するとされたことを踏まえ、地方財政計画策定の際には、大

都市を狙い撃ちにした地方交付税の削減や、国の歳出削減を目的とした削減は決

して行うべきではなく、地方の財政需要を適切に積み上げるとともに、地方税な

どの収入を的確に見込むことで、標準的な行政サービスの提供に必要な地方交付

税の総額を確保すべきである。 

また、国･地方を通じた歳出削減努力によってもなお生じる地方財源不足額の解

消は、臨時財政対策債の発行等による負担の先送りではなく、地方交付税の法定

率引上げによって対応すべきである。 

さらに、地方交付税の算定にあたっては、大都市特有の財政需要を的確に反映

させる仕組みを構築するとともに、具体的な算定方法や算定基準を早期に明示す

るなど、予見可能性の確保に努めるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

[重点要望事項詳細説明＜財政関係＞] 

３ 地方交付税の改革等 

地方財政計画の策定の際に、地方の財政需要を適切に積み上げるとともに、

地方税などの収入を的確に見込むことで、必要な地方交付税の総額を確保す

ること。 

国・地方を通じた歳出削減努力によってもなお生じる地方財源不足額の解

消は、臨時財政対策債の発行等による負担の先送りではなく、地方交付税の

法定率引上げによって対応すること。 

地方交付税の算定にあたっては、大都市特有の財政需要を的確に反映させ

る仕組みを構築するとともに予見可能性の確保に努めること。 
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地方交付税等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方交付税等の削減状況 

注 １  （ ）内は人口一人あたりの額 
２ 指定都市総額には、平成１６年度以降に指定都市となった相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・堺市・岡山市も含ん 
でいる。 

３ 平成１５年度において、指定都市の一人当たり地方交付税額は全国平均額の約２５％だったが、平成２１年度にお
いては約１９％まで下がっている。 

 
平成１５年度 
決定額 

平成２１年度 
決定額 

削減額 削減率 

全国総額 
１８兆 ６９３億円
（１４．１万円）

１５兆８，２０２億円
（１１．８万円）

△２兆２，４９１億円 △１２．４％

地方交付税 

指定都市 
総額 

９，０４８億円
（３．５万円）

６，００２億円
（２．３万円）

△３，０４５億円 △３３．７％

全国総額 
２３兆９，４５５億円

（１８．７万円）
２０兆９，６８８億円

（１６．４万円）
△２兆９，７６７億円 △１２．４％

地方交付税＋ 
臨時財政対策債 
発行可能額 指定都市 

総額 
１兆４，５４６億円

（５．７万円）
９，６１４億円
（３．７万円）

△４，９３２億円 △３３．９％

全国総額 
４７兆 ７６２億円
（３６．８万円）

４６兆３，３４５億円
（３６．３万円）

△７，４１７億円 △１．６％

基準財政需要額 

指定都市 
総額 

５兆 ６６８億円
（１９．６万円）

４兆７，６６１億円
（１８．４万円）

△３，００７億円 △５．９％

40
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110

平成15 16 17 18 19 20 21

（平成15年度：100）

年度

（指数）

 

     地方交付税（全国総額） 

     地方交付税 ＋ 臨時財政対策債発行可能額（全国総額） 

     地方交付税（指定都市総額） 

     地方交付税 ＋ 臨時財政対策債発行可能額（指定都市総額）

注 指定都市総額には、平成１６年度以降に指定都市となった相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・堺市・岡山市も含ん

でいる。 
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［要望事項詳細説明］ 
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消費・流通課税は、都市における消費・物流の実態を反映する都市的税目であ

るが、消費・流通課税の市町村への配分割合は 4.0％と極めて低いため、大幅な拡

充を図る必要がある。 

特に、税源の偏在性が少なく税収が安定している地方消費税は、少子高齢化等

の進展に伴い、今後も増加が見込まれる行政需要に地方が責任を持って対応して

いくうえで極めて重要な財源であるため、国・地方間の税源配分の是正を図る中

で、地方消費税の配分割合を大幅に引き上げるなど、より一層の充実を図る必要

がある。 

 

 

消費・流通課税の配分割合（平成 22 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費・流通課税の税目 

国 税 道 府 県 税 市 町 村 税 

消費税、酒税、たばこ税 

揮発油税、地方揮発油税（＊） 

航空機燃料税（＊）、石油ガス税（＊）

石油石炭税、自動車重量税（＊） 

関税、とん税、特別とん税（＊） 

電源開発促進税 

たばこ特別税 

地方消費税（※） 

道府県たばこ税 

軽油引取税（※） 

自動車取得税（※） 

自動車税 

ゴルフ場利用税（※） 

鉱区税、狩猟税 

市町村たばこ税 

軽自動車税 

入湯税、鉱産税 

注 （＊）の税目は、国から一定の都道府県・市町村に対し譲与税が譲与されている。 

（※）の税目は、都道府県から一定の市町村に対し交付金が交付されている。 

１ 消費・流通課税の充実 

消費・流通課税の市町村への配分割合の大幅な拡充を図ること。 

特に、国・地方間の税源配分の是正を図る中で、地方消費税のより一層の

充実を図ること。 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

国税 

72.9% 

17 兆 3,103 億円 

道府県税 

23.1% 

5 兆 4,894 億円 

 

市町村税 

4.0% 

9,496 億円 

 

注 １ 地方消費税交付金など、譲与税・交付金の配分後に 

おいても、市町村の配分割合は 12.3％に過ぎない。 

２ 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 
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個人住民税は、地域社会の費用を広く分担する税であり、基礎的行政サービス

の提供を安定的に支えていくうえで極めて重要な税源である。 

所得税から個人住民税への３兆円規模の税源移譲が実現したものの、個人住民

税は、税源の偏在性が少なく、税収が安定した市町村の基幹税目であることを考

慮し、引き続き、国・地方間の税源配分の是正を図る中で、より一層の充実を図

る必要がある。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人市民税
13.5%

その他

7.0%
都市計画税
7.7%

固定資産税
38.0%

個人市民税
33.8%

23.5 26.7 25.5 26.6 25.9 27.5

10.3

18.8 17.0 18.5 18.0 19.2

66.2
54.5 57.5 54.9 56.1 53.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

国税

道府県税

市町村税

２ 所得課税の充実（個人住民税） 

国・地方間の税源配分の是正を図る中で、税収が安定した市町村の基幹税

目である個人住民税のより一層の充実を図ること。 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

個人所得課税の配分割合 

市町村の配分割合は、税

源移譲（平成 19 年度実

施）後も大きく増加して

いない。 

指定都市における市税収入に占める個人市民税の割合（平成 20 年度） 

個人市民税は、市税収

入において大きな割

合を占める基幹税目

である。 

注 １ 平成 17 年度から平成 20 年度までは決算額、平成 21 年度及び平成

22 年度は国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

２ 平成 18 年度については、「所得譲与税」を含んでいる。 

注 決算額による数値である。 



- 23 - 

 

 

 

 

 

 

法人は、産業経済の集積に伴う社会資本の整備などの利益を享受している。

しかしながら、都市的税目である法人住民税については、法人所得課税の市町村

への配分割合が、8.7％と極めて低く、大都市特有の財政需要に対応した税収が

確保できない仕組みになっていることから、国・地方間の税源配分の是正を図る

中で、その配分割合の拡充を図る必要がある。 

なお、法人住民税は、地域の構成員としての負担であり、市町村の基幹税目

として重要な役割を果たしていることから、受益と負担の関係に反する、単なる

地方間の税収の再配分となるような制度の見直しは行わないこと。 

 

78.22

47.02

29.81

9.43

0 10 20 30 40 50 60 70 80

商工費

土木費

指定都市

一般市

千円

３ 所得課税の充実（法人住民税） 

都市的税目である法人住民税について、大都市特有の財政需要に対応する

ため、国・地方間の税源配分の是正を図る中で配分割合の拡充を図ること。

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

国税 

80.9% 

道府県税 

10.4% 

市町村税 

8.7% 

法人所得課税の配分割合（実効税率） 

注 実効税率は、法人事業税及び地方法人特別税が損金算入

されることを調整した後の税率である。 

法人需要への対応と都市インフラの整備・維持（１人当たり歳出額） 

産業の集積とこれに

伴い人口が集積する

指定都市では、一般市

に比べて商工費・土木

費の歳出が高水準！

注 平成 20 年度市町村別決算状況調 

10,750

20,874

72,430

0 20,000 40,000 60,000 80,000 億円

市町村

道府県

国

法人所得課税の収入額（平成 22 年度） 

法人所得課税の市町村への配分割合は極めて低い！

注 １ 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

２ 国は法人税（59,530 億円）と地方法人特別税（12,900 億円）の合

計、道府県は法人事業税（16,793 億円）と道府県民税法人税割

（4,081 億円）の合計による数値である。 
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固定資産税は、指定都市において市税収入の約４割を占めており、税源の偏り

が小さく、住民税と同様に基礎的行政サービスの提供を安定的に支えるうえで重

要な基幹税目であるので、今後も公平かつ簡素な税制を目指すとともに、その安

定的な確保が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,930 9,532 9,238 8,764 8,445 8,083 7,797 7,607 7,572 7,558

8,227
7,843 8,193 8,526

7,988 8,329 8,676 8,052 8,360 8,669

3,323
3,251 3,168 3,118

3,043 2,927 2,865
2,836 2,852

2,863

21,480
20,626 20,599 20,407

19,476 19,338 19,338
18,496 18,784

19,090

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

億円

償却資産

家屋

土地

固定資産税
38.0%

個人市民税
33.8%

法人市民税
13.5%

その他
7.0%

都市計画税
7.7%

４ 固定資産税の安定的確保 

固定資産税は、税源の偏りが小さく、住民税と同様に基礎的行政サービス

の提供を安定的に支えるうえで重要な基幹税目であるので、今後も公平かつ

簡素な税制を目指すとともに、その安定的な確保を図ること。 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

指定都市における市税収入に占める固定資産税の割合（平成 20 年度） 

固定資産税は、市税収入

において大きな割合を

占める基幹税目である。

注 １ 決算額による数値である。 

２ 評価替え年度は、平成 12、15、18 年度である。 

注 決算額による数値である。 

指定都市における固定資産税収の推移（平成 11 年度～平成 20 年度） 



- 25 - 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

特別とん税（昭和 39 年度～） 

区  分 税率（１トン当たり） 

入港ごと ２０円 

一時納付（一年分） ６０円 

注 特別とん税の税収は、全額が開港のある市町村に特別とん譲与税として交付される。 

 

軽自動車税（昭和 59 年度～） 

車      種 税 率 

原動機付自転車 ５０cc以下 １，０００円 

２輪軽自動車 125cc超250cc以下 ２，４００円 

自家用乗用 ７，２００円 
４輪軽自動車 

自家用貨物用 ４，０００円 

 

 

法人の市民税（均等割）（昭和 59 年度～） 

資本金等の金額 従業者数５０人以下 従業者数５０人超 

５０億円超 ４１万円  ３００万円 

５０億円以下 ４１万円 １７５万円 

１０億円以下 １６万円 ４０万円 

１億円以下 １３万円 １５万円 

１千万円以下 ５万円 １２万円 

公益法人など  ５万円 

 注 従業者数 50 人以下の額については、平成 6年度に 1 万円引き上げられている。 

 

 

事業所税（昭和 61 年度～）  個人の市民税（平成８年度～） 

区 分 税 率  区 分 税 率 

資産割 ６００円/㎡  均等割 ３，０００円 

 

５ 定額課税の見直し 

相当期間にわたって据え置かれている定額課税については、税負担の均衡

や物価水準等を考慮し、適切な見直しを行うこと。 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

４７年据置 

２７年据置 

２５年据置 １５年据置 

相当期間にわたって税率が据え置かれている税目

２７年据置 

注 据置年数については、導入初年度を算入している。 
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国税における租税特別措置及び地方税における非課税等特別措置については、こ

れまでも見直しが行われてきたが、なお不十分な状況にある。 

ついては、課税の均衡上適当でないものについて見直しを進めるとともに、主と

して国の施策により地方税に影響を及ぼすもの等についても、地方の自主性・自

立性を阻害し、市町村にとって減収の一因となることから、一層の整理合理化を

進める必要がある。 

特に、固定資産税・都市計画税の非課税及び課税標準の特例等については、抜

本的な見直しを行う必要がある。 
 

 
地方税法における税負担軽減措置等による減収見込額 

（単位：億円）

項  目 減 収 額 

固定資産税・都市計画税関係 ▲２，６７０ 

個人住民税関係 ▲２，６８０ 

法人住民税・事業税関係 ▲１，０５０ 

合  計 ▲６，４００ 

 
注 １ 政府税制調査会資料による数値である。  

      ２ 地方税法の規定による特例のうち、平成 21 年度に適用される措置に基づく減収見込額（平 

年度ベース）が 10 億円以上のものについて試算したものである。 

      ３ 上記以外に、国の租税特別措置の直接の影響を受けるもので、減収額が 10 億円以上のもの 

が、個人住民税関係▲2,580 億円、法人二税関係▲2,860 億円ある。 

 

６ 租税特別措置等の整理合理化 

国税の租税特別措置及び地方税の非課税等特別措置の一層の整理合理化

を進めること。 

特に、固定資産税・都市計画税の非課税及び課税標準の特例等については、

抜本的な見直しを行うこと。 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 
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 国庫補助負担金の改革がなされるまでの間、存続する国庫補助負担金について

は、国と地方の適正な財政秩序の維持等を図るため、その算出の際には、事業実

施のための必要かつ十分な金額を基礎とし、超過負担を解消すべきである。 

また、地方の実情に応じて、地方公共団体の裁量で施行できるよう、補助要件

の弾力的な運用を図るとともに、事務負担を軽減するため、申請事務・各種照会

の簡素合理化を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

主な国庫支出金対象事業における超過負担（平成 22 年度予算） 

補助基本額 ④ 
事 業 費 

総事業費 

① 

単 独 

事業費 

② 

あるべき 

補助基本額

③  ④/③

超過負担 

⑤：③-④ 

左に対するあ

るべき補助金

⑤×各補助率

保育所運営費 2,585 500 2,085 1,502 72.0% 583 257

ごみ処理施設 

建設費 

（工場建設費） 

223 35 188 177 94.1% 11 5

小・中学校 

校舎建設費 
277 39 238 164 68.9% 74 28

小学校 201 31 170 111 65.3% 59 21
 

中学校 76 8 68 53 77.9% 15 7

小・中学校 

屋内運動場建設費 
55 14 41 33 80.5% 8 2

小学校 34 8 26 19 73.1% 7 2
 

中学校 21 6 15 14 93.3% 1 0

合  計 3,140 588 2,552 1,876 73.5% 676 292

注１ 補助基本額及び国庫支出金については、平成 22 年度認証額とし、認証の確定していないものは見込額とする。 

 ２ 保育所運営費のあるべき補助基本額は、国の基準による徴収金相当額を控除した額とし、保育料の国の基準による額と実収入額との差は

単独事業扱いとする。 

 ３ 公立保育所運営費等、税源が移譲されているものは対象に含めない。 

[要望事項詳細説明＜財政関係＞] 

（参考）地方財政法 第 18 条 

国の負担金、補助金等の地方公共団体に対する支出金（以下「国の支出金」という。）

の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額

を基礎として、これを算定しなければならない。 

１ 国庫補助負担金の運用・関与の改善 

国庫補助負担金の改革がなされるまでの間、存続する国庫補助負担金につ

いては、超過負担の解消、弾力的な運用及び事務手続等の簡素合理化を図る

こと。 

（単位：億円）
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 都市施設の整備や累次の景気対策に伴い、公債費が大都市にとって多大な負担

となっている。 

 こうした状況を踏まえ、公債費負担の軽減を図り、地方公共団体の財政の健全

化を推進するため、政府資金について、地方債の発行条件の改善及び安定的な確

保を図るべきである。また、平成 22 年度から平成 24 年度までの臨時特例措置と

されている補償金免除繰上償還について、この対象に該当しない高金利の政府資

金が大きな負担として残るため、今後更に対象となる団体の拡大や要件の緩和を

図るべきである。 

さらに、地方債の償還期間については、施設の耐用年数に応じて延長するなど

の弾力的運用を行うべきである。 

政府資金の利率別借入残高の構成比 

（平成 21 年度決算見込額全会計ベース 指定都市合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利率3%以下
73.1%

利率3%～4%
8.8%

利率4%～5%
11.6%

利率5%～6%
3.9%

利率6%～7%
2.7% 利率7%～

0.1%

[要望事項詳細説明＜財政関係＞] 

注 平成 22 年度以降の補償金免除繰

上償還の対象となる地方債は、年利

５％以上の普通会計債及び公営企

業債である。 

２ 地方債の発行条件の改善 

政府資金について、地方債の発行条件の改善、安定的な確保並びに繰上償

還に係る特例措置の対象の拡大を図ること。 

また、地方債の償還期間については、施設の耐用年数に応じた弾力的運用

を行うこと。 
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指定都市の実態について（概要） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大都市の特性 

国土面積のわずか 3.1％に、全国の約２割の人口、約３割の商業活動が集中。 

高度医療や高等教育などが集積し、産業面でも全国より高い生産性を持つ。 

日本経済の牽引役 

○過密・集中による都市的課題が存在 

*各種統計より作成 

*通勤圏人口は 5%通勤圏人口  

○集積性・高次性・圏域における中枢性・日本経済牽引の役割 

一方で 

経済・生活のインフラ問題、環境や安全・安心に係る問題、福祉の問題など過密・

集中による都市的課題がある。 

3.1%

20.5%

30.7%

28.4%

0% 10% 20% 30% 40%

面積

人口 

通勤圏人口

年間商品販売額

5,337台

6.68%

12 .47‰

1.03人

15 ,507台

8.93%

19 .61‰

2.45人

0.0 0 .5 1 .0 1 .5 2 .0 2 .5 3 .0 3 .5

12時間平均交通量

最低居住水準
未満世帯率

生活保護保護率

ホームレス人数
（人口1万人当たり）

（全国＝１）

全国

指定都市

0.77床

222.87人

4.07百万円

1.01床

307.34人

4.75百万円

0 0.5 1 1.5 2

集中治療室等病床数

(人口1万人当たり)

大学学生数

（院生、聴講生等を含む）

（人口1万人当たり）

一人当たり地域内GDP

（名目値）　

（全国＝１）

全国 指定都市
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*平成 20 年度市町村別決算状況調 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*平成 20 年度市町村別決算状況調 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業活動支援、道路、下水道の整備など 

生活保護費や保育所関係経費、ホームレス対策経費など

大都市特有の財政需要に対応した税財政制度が確立していない 

 

大都市特有の財政需要 

大都市特有の財政需要に対応した都市税源の充実強化を図るなど 

大都市の特性に合った税財政制度の構築が必要 

○法人需要・インフラ需要 

○都市的課題から発生する需要 

大都市の財政状況 

大都市特例事務に係る 

税制上の措置不足 

人口や産業の集積が高

いが、それに見合った税

の配分がされていない 

歳入に占める税収の割

合が低く、大都市特有の

財政需要に対応するた

めの多額の起債が必要 

【人口一人当たり歳出額 千円】 

26.36

37.77

19.84

30.95

38.16

38.28

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

社会福祉費

児童福祉費

生活保護費

一般市 指定都市

(一般市＝1)

セーフティーネットである 

生活保護にかかる一人当た

りの支出は一般市の約2倍！

3 .0 9

7 .7 0

1 0 .7 5

1 1 .2 5

9 .4 3

10 .1 0

1 1 .8 2

1 4 .0 1

1 6 .4 3

29 .8 1

0 1 2 3 4

商 工 費

道 路 橋 り ょ う費

下 水 道 費

区 画 整 理 費 等

住 宅 費

土
木
費

(一 般 市 ＝ １ ）

一 般 市

指 定 都 市土
　
木
　
費

【人口一人当たり歳出額 千円】 
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～指定都市の実態について～ 

Ⅰ．大都市の特性 

 

指定都市は、人口の集積や産業・経済活動の集積に伴い、高次の都市機能や高度で多様

化した産業構造を有するとともに、人・物・情報が行き交う拠点として、都市圏における

中枢性も高い。また、日本経済の牽引役としての役割も果たしている。その一方で、人口

や産業の集積・集中により、経済、生活インフラの問題をはじめ、市民生活の安全・安心、

生活保護やホームレス、少子化など都市的課題が顕在化している。 

 

（１）大都市の集積性・高次性・中枢性と日本経済牽引の役割 

 

①大都市の集積性*：多くの人が暮らし行き交う活発な経済活動 

国土面積の 3.1％に過ぎない指定都市には、昼夜を問わず全国の約 2割もの人口が集中
している。指定都市の通勤圏人口は全国の約 3割にものぼり、人の集散を伴う商業活動も
全国の約 3割を占めている。このように、指定都市は大都市として人の定住や交流に関連
して高い集積性を有している。 

＊集積性：人･物･情報や経済活動･都市活動などの指定都市への集中度 

 

【人の定住や交流に関連した集積(指定都市の全国シェア)】 

 

        

 

 

               

－２９－

3.1%

20.5%

21.1%

22.2%

30.7%

28.4%

0% 10% 20% 30% 40%

面積

人口 

昼間人口

従業員数

通勤圏人口

年間商品販売額

国土面積のわずか 3.1％
に全国の約２割の人口、
約３割の商業活動が集中 

*各種統計より作成 

*通勤圏人口は 5%通勤圏人口  
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②大都市の高次性*：高度で多様な産業・社会・文化活動 

指定都市では、高度医療や高等教育の集積、国際コンベンションの開催などが顕著であ

り高次の都市機能が集積している。また、産業面でも、第３次産業のウェイトが高いなど、

産業の高度化・多様化が進んでいる。 

＊高次性：高次都市機能の集積と産業の高度化･多様化の進展度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市圏における指定都市シェアとして、人口は 2、3割でも従業者や商業活動では 4割、
7割を占めているところもあり、指定都市はそれぞれの都市圏の中で高い中枢性を有して
いる。 

＊中枢性：都市圏における指定都市の社会・経済活動の中心性、拠点性 

【都市圏における中枢性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
人口, 19.8 %

31.0%

33.9%

従業者数, 2 6.1 %

42.4%

40.3%

年間商品販売額,58.0%

68.1%

64.0%
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名古屋市の
中京圏に占める割合

京都市、大阪市、
堺市、神戸市の
近畿圏に占める割合

北九州市、福岡市の
北部九州圏に占める割合

人口, 19.8 %

従業者数, 26.1 %

31.1%

34.0%

42.4%

40.3%

年間商品販売額,58.0%

68.1%

64.0%
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京都市、大阪市、
堺市、神戸市の
近畿圏に占める割合

北九州市、福岡市の

北部九州圏に占める割合

人口, 19.8 %

31.1%

34.1%

従業者数, 26.1 %

42.4%

40.3%

年間商品販売額,58.0%

68.1%

64.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

名古屋市の

中京圏に占める割合

京都市、大阪市、
堺市、神戸市の
近畿圏に占める割合

北九州市、福岡市の

北部九州圏に占める割合

都市圏における高い
経済的シェア 

*各種統計調査より作成 

*人口は 2008 年度、従業者数は 2006 年度、年間商品販売額は 2007 年度 

0.77床

222.87人

20.67人

0.16回

70.49%

1.01床

307.34人

35.38人

0.44回

75.65%

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

集中治療室等病床数
(人口1万人当たり)

大学学生数
（院生、聴講生等を含む）
（人口1万人当たり）

大学院生数
（人口1万人当たり）

国際コンベンション
開催数

（人口１万人当たり）

三次産業就業者数比率

（全国＝１）

全国 指定都市

【高次都市機能の集積と産業の高度化･多様化(全国平均との比較)】 

③大都市の中枢性*：都市圏の中核を担う指定都市 

*各種調査より作成 
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④大都市の役割：日本経済の牽引 

指定都市の人口や産業の集積性、都市機能や産業構造の高次性、それぞれの都市圏にお

ける中枢性などを背景として、指定都市の一人当たり地域内ＧＤＰは相対的に高く、不況

期においても一貫して全国よりも高い生産性を保持し続け、日本経済を牽引する役割を担

っている。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4,0724,0614,0403,9823,9543,9483,9734,083

4,7474,7084,6974,6574,6264,6334,7174,872
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6,000

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９(千円）

全国 指定都市
一貫して全国よりも
高い水準の一人当た
りＧＤＰで日本経済
に貢献 

平成 19 年度県民経済計算

【一人当たり地域内ＧＤＰ】 
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（２）大都市の都市的課題 

 

○過密や集中に起因する都市的課題 

指定都市では人口や産業が集積、高度化し､都市圏における中枢性を有するため、逆に

過密や集中に起因する様々な都市的課題が顕在化している。例えば、交通混雑や低い居住

水準などの経済・生活インフラの問題、ごみや排気ガスなどの環境問題、救命救急活動や

犯罪などの市民生活の安全・安心に係る問題、生活保護やホームレスなどの貧困問題、さ

らには保育所の不足の問題など、全国に比べて指定都市では都市的課題が早くから明らか

にされてきた。 

 

【顕在化する都市的課題】 

＜都市的インフラの整備＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.398t

0.028ppm

3.99件

1.42件

0.433t

0.039ppm

4.43件

1.83件

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

ごみ総排出量

（人口1人当たり）

大気汚染

(窒素化合物)

救急出動回数
（人口100人当たり）

犯罪認知件数

（人口100人当たり）

（全国＝１）

全国

指定都市

*各種統計より作成 

＜環境・安全安心＞ 

＜福祉＞ 

多くの社会的課題
が、全国平均よりも
高い水準で顕在化

12 .47‰

1.03人

12.87人

1.53人

19.61‰

2.45人

13.10人

2.15人

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

生活保護保護率

ホームレス人数

（人口1万人当たり）

居宅介護サービス受給者数
（身体障害者人口千人当たり）

保育所入所待機児童数

（人口1万人当たり）

（全国＝１）

全国

指定都市

5,337台

6.68%

15,507台

8.93%

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

12時間平均交通量

最低居住水準

未満世帯率

（全国＝１）

全国

指定都市
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Ⅱ．大都市特有の財政需要 

 

指定都市における人口や産業の集積性、高次な都市機能や産業の高度化、それぞれの都

市圏における中枢性などにより、大都市特有の財政需要が生じている。また､安全･安心、

貧困や少子化などの都市的課題や大都市特例事務に対応するため、大都市特有の財政需要

が生じている。 

 

（１）集積性･高次性･中枢性に起因する財政需要 

 

①法人需要や都市インフラ需要を量と質で支える大都市財政 

指定都市における人口や産業の集積性、高次な都市機能や産業の高度化、都市圏におけ

る中枢性は、活発な経済活動を伴う法人需要や、過密な空間利用・交通混雑などの都市的

インフラ需要を発生させ、その対応のために、企業活動支援、道路、交通機関、公園、港

湾、下水道などについての高水準の整備が必要となっている。その結果、指定都市の商工

費や土木費、公営企業等に対する繰出金は一般市よりも大幅に高い水準となっている。ま

た､指定都市では地価・物価が相対的に高いことから、これらのインフラの整備費、維持

費についても相対的に高コストとなる。 

 

【法人需要への対応と都市インフラの整備･維持（一人当たり歳出額 千円）】  

 

 
*平成 20 年度市町村別決算状況調 
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土
木
費

都
市
計
画
費

商工費・土木費の歳出
は、一般市よりも大幅に
高い水準 
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【公営企業等に対する繰出金（人口一人当たり）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【物価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*平成 21 年平均消費者物価地域差指数 
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*平成 20 年度市町村別決算状況調 

都市的集積により圧倒
的に高い地価・物価 
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②道府県並みの事務を担う大都市財政 

集積性･高次性･中枢性を担う指定都市は、大都市特例を含む道府県並みの事務を多く担

っている。その結果、保健衛生関係費、教育関係費が、一般市のレベルよりも突出して高

くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*平成 20 年度市町村別決算状況調 

 

（２）都市的課題に対応する財政需要 

 

○安全・安心、福祉など多様な課題に対応する大都市財政 

市民生活の安全･安心に係る問題、生活保護、ホームレスなどの都市的課題に対応する

ため、指定都市はより多くの支出を行っている。社会福祉費、児童福祉費、生活保護費な

どの福祉関係の支出も一般市のレベルより高く、中でも生活保護費については約２倍の支

出となっている。このように、都市的課題に対応する分についても、大都市特有の財政需

要として支出増につながっている。 

 

【福祉サービス・公的扶助に対応する支出（一人当たり歳出額 千円）】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

*平成 20 年度市町村別決算状況調 
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議会費・総務費　　　　　 民生費　　　　　 衛生費　　　　　 商工費　　　　　

土木費　　　　　 教育費　　　　　 その他　　　　　 公債費

Ⅲ．厳しい大都市の財政状況 

 

大都市としての集積性・高次性・中枢性や都市的課題の存在を背景として、様々な形で

大都市特有の財政需要が生じており歳出増の要因になっている。しかし、これに対応した

税財政制度が確立していないために必要な歳入が確保されず、また、インフラ整備のため

などに多額の起債をせざるを得ないので債務残高が膨れ、大都市は全国と比較して厳しい

財政状況にある。 

 

①大都市特有の財政需要による高い歳出水準 

歳出に関しては、一般的には都市規模が大きくなるに従いスケールメリットにより効率

的な財政運用が可能となると言われている。しかしながら、指定都市では、法人需要への

対応、都市インフラの整備・維持や都市的課題などへの対応により土木費や民生費などの

大都市特有の財政需要が顕在化し、一人当たり歳出額は高くなっている。 

 

 

【都市規模に対応した歳出構造（一人当たり歳出額）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*平成 20 年度市町村別決算状況調 

スケールメリットを 

上回る都市的財政需要 
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②税収の割合が低く、多額の起債が必要になる歳入構造 

指定都市では歳入全体に占める市税収入の割合は一般市と変わらない低い水準であり、

大都市特有の財政需要に対応する税財政制度が確立しておらず、自主的な財政運営に適し

た歳入構造とはなっていない。また、大都市特有の財政需要に対応するため、歳入全体に

占める起債比率は高くなっている。 

 

【都市規模に対応した歳入構造（歳入額の構成比）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*平成 20 年度市町村別決算状況調 

 

*平成 20 年度市町村別決算状況調 

【人口一人当たり起債額】 
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*平成 20 年度市町村別決算状況調 
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③大都市特例事務に係る税制上の措置不足 

大都市特例事務の財政負担については、歳出に見合うだけの歳入が税財政制度上では確

保されておらず、一般財源からの持ち出しとなっている。 

 

【大都市特例事務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④配分割合の低い市域内税収* 

指定都市の市域内税収（市域内の住民や企業が負担する税金）のうち、市税として指定

都市に配分される割合はわずか 20.8％にすぎない。全国レベルにおいても市町村税の配分
割合は 20.9％にとどまっているが、指定都市は更に少ない。 

*国税・道府県税については、税務署統計資料等から各種指標を用い按分するなどして試算した推計値 

 

【指定都市域内税収の配分状況】 

 

 

*平成 22 年度予算に基づく概算 

（一般財源等） 

道府県に代わって負担 

している経費 

税制上の措置 

３，７１０億円

地方自治法に基づくもの
土木出張所
衛生研究所

定時制高校人件費
国・道府県道の管理等

２，３１３億円

税制上の
措置不足額

１，３９７億円
税制上の措置済額

億円

4,000

3,000

2,000

1,000

0

*平成 19 年度決算 

計 23 兆 9,844 億円 計 92 兆 9,226 億円 

指定都市 全国 

市税
4兆9,990億円
（20.8%）

市町村税
19兆4,728億円
（20.9%）

道府県税
4兆5,327億円
（18.9%）

都道府県税
20兆7,940億円
（22.4%）

国税
14兆4,527億円
（60.3%）

国税
52兆6,558億円
（56.7%）
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⑤大都市における財政状況の悪化 

一般市では都市規模が大きくなるに従い経常収支比率は改善されるが、指定都市では大

都市特有の財政需要に対応する税財政制度が確立していないため、経常収支比率は悪化す

る。また、指定都市では多額のインフラの整備費が必要となり、地方債償還額が大きくな

るため、実質公債費比率は大幅に増加し、地方債現在高も突出して高い水準となっている。

 

【経常収支比率】 
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【実質公債費比率】 
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【人口一人当たり地方債現在高】 
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（10万未満）
(千円）

 

                        *平成 20 年度市町村別決算状況調 

厳しい 

財政状況 



- 44 - 

Ⅳ．大都市の特性に合った税財政制度の構築 

 

日本経済の再生に向けて大都市に対する期待は大きい。全国の２割の人口規模を有する

中で、高いＧＤＰの水準を保ちながら首都圏、中部圏、近畿圏などの大都市圏の核として､

また、各ブロックや道府県の中心として地域経済を牽引してきた。 

今後においても、経済活動のグローバル化、産業のソフト化･サービス化などの動きの中

で、成長性が期待される第３次産業等が集積する大都市は､周辺地域とともに発展するため

の成長のエンジンとしての役割を果たすことが求められている。 

その一方で、経済的な地域間格差の拡大が生じることで、特に法人からの税収の増加に

よって、法人の集積が顕著な大都市の税収が増大し、税収の偏在性が高まるとの意見があ

る。 

しかし､その実態についてみると、前述のとおり、人口や産業の集積性、高次な都市機能

や産業の高度化、それぞれの都市圏における中枢性などに対応するための財政需要が生じ

ている。また､安全･安心、貧困や少子化などの都市的課題に対応するための財政需要も生

じている。 

このような大都市特有の財政需要が歳出増の要因になっているが、大都市特有の財政需

要に対応した税財政制度が確立していないこと、事務配分の特例に対応した措置が不足し

ていることなどから、自主財源による歳入の確保は難しい状況にあり、債務の増大を招い

ている。大都市は裕福ではなく、財政状況は全国と比較して厳しい状況にある。 

以上のように、大都市は集積性･高次性･中枢性を背景として日本経済を牽引する役割を

有する一方、様々な都市的課題があり、これら大都市特有の財政需要に対応するため、大

都市は厳しい財政状況にある。そのため、大都市特有の財政需要に対応した都市税源の充

実強化を図るなど、大都市の特性に合った税財政制度の構築が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．大都市の特性 Ⅱ．大都市特有の財政需要 Ⅲ．厳しい大都市の財政状況

☆集積性・高次性・中枢性と成長性 ☆起因する財政需要 ・高い歳出水準

・多くの人が暮らし行き交う活発な経済活動 ・法人需要や都市インフラ需要 ・税収の寄与率が低く

・高度で多様な産業・社会・文化活動 ・道府県並みの事務 　多額の起債が必要な歳入構造

・都市圏の中核を担う指定都市 ・大都市特例事務に係る税制上の

・日本経済を牽引する大都市経済 　措置不足

☆都市的課題 ☆対応する財政需要 ・配分割合の低い市域内税収

・過密や集中に起因する都市的課題 ・安全・安心、福祉など多様な課題 ・大都市における財政状況の悪化

大都市の特性に合った税財政制度の構築が必要



 

出典及び用語・集計方法等についての注釈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 典 調査時期
自治体
ベース

合併
遡及
反映

データ対象市
用語・集計方法
等についての注

釈

面積
国土地理院「平成20年全
国都道府県市区町村別面
積調」

平成20年10月1日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

人口
総務省統計局「平成20年
推計人口調査」
各市HP

平成20年10月1日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

昼間人口
総務省「平成17年国勢調
査報告」

平成17年10月1日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

従業者数
総務省「平成18年事業所・
企業統計」

平成18年10月1日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

通勤圏人口
総務省「平成12年国勢調
査報告」より推計

平成12年10月1日
時点

2005年
度末

×

さいたま市、千葉
市、横浜市、川崎
市、相模原市、堺
市、岡山市を除く指
定都市

通勤圏人口：総
務省「平成12年
国勢調査報告」
を基にした推計
値

商業年間販売額
経済産業省「平成19年商
業統計調査」

平成19年6月1日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

集中治療室等
病床数

厚生労働省「平成17年医
療施設調査」

平成17年10月1日
時点

2005年
度末

× 全指定都市

集中治療室等病
床数：二次救急
における特定集
中治療室等の病
床数と、三次救
急における特定
集中治療室等の
病床数の合計

大学生数
文部科学省「平成21年学
校基本調査」

平成21年5月1日
時点

2009年
度末

○

相模原市を除く指定
都市
※出典である「学校
基本調査」にデータ
が示されていないた
め。

大学院生数
文部科学省「平成21年学
校基本調査」

平成21年5月1日
時点

2009年
度末

○

相模原市を除く指定
都市
※出典である「学校
基本調査」にデータ
が示されていないた
め。

国際コンベンション
開催数

(独)国際観光振興機構
「2008年コンベンション統
計」

（平成20年中）
2009年
度末

○ 全指定都市

国際コンベンショ
ン：参加者総数
が50 名以上、参
加国が日本を含
む3 カ国以上、開
催期間が1日以
上の国際会議

三次産業従業員
比率

総務省「平成17年国勢調
査報告」

平成17年10月1日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

名古屋市の中京圏
に占める割合

総務省統計局「平成20年
推計人口調査」
各市HP

総務省「平成18年事業所・
企業統計」
経済産業省「平成19年商
業統計調査」

平成20年10月1日
時点
平成20年10月1日
時点
平成18年10月1日
時点
平成19年6月1日
時点

2009年
度末

○

名古屋市
※中京圏に占める
名古屋市の割合を
示す指標であるた
め。

中京圏：岐阜県、
愛知県、三重県

京都市、大阪市、堺
市、神戸市の近畿圏
に占める割合

総務省統計局「平成20年
推計人口調査」
各市HP

総務省「平成18年事業所・
企業統計」
経済産業省「平成19年商
業統計調査」

平成20年10月1日
時点
平成20年10月1日
時点
平成18年10月1日
時点
平成19年6月1日
時点

2009年
度末

○

京都市、大阪市、堺
市、神戸市
※近畿圏に占める
京都市、大阪市、堺
市、神戸市の割合を
示す指標であるた
め。

近畿圏：滋賀県、
京都府、大阪
府、兵庫県、奈
良県、和歌山県

中枢性

章立て・グラフタイトル・指標名

高次性

Ⅰ
．
大
都
市
の
特
性

大
都
市
と
し
て
の
集
積
性
・
高
次
性
・
中
枢
性
・
成
長
性

集積性



 

出典及び用語・集計方法等についての注釈 （前頁からの続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 典 調査時期
自治体
ベース

合併
遡及
反映

データ対象市
用語・集計方法
等についての注

釈

中枢性
北九州市、福岡市の
北部九州圏に占める
割合

総務省統計局「平成20年
推計人口調査」
各市HP

総務省「平成18年事業所・
企業統計」
経済産業省「平成19年商
業統計調査」

平成20年10月1日
時点
平成20年10月1日
時点
平成18年10月1日
時点
平成19年6月1日
時点

2009年
度末

○

北九州市、福岡市
※北部九州圏に占
める北九州市と福岡
市の割合を示す指
標であるため。

北部九州圏：福
岡県、佐賀県、
大分県

成長性
一人当たり地域内Ｇ
ＤＰ

平成19年度　県民経済計
算

（平成19年度中）
2009年
度末

○

さいたま市、相模原
市、新潟市、静岡
市、浜松市、堺市、
岡山市を除く指定都
市
※出典である「県民
経済計算」にこれら
の市のデータが示さ
れていないため。

12時間平均交通量
国土交通省道路局編
「道路交通センサス（平成
17年度）」

平成17年9～１1月
時点

調査時点 ×

相模原市、新潟市、
浜松市、堺市、岡山
市を除く指定都市
※出典である「道路
交通センサス」の
データには調査当時
の指定都市の合計
値のデータが示され
ているため。

最低居住水準未満
世帯率

総務省統計局「平成20年
度住宅・土地統計調査」

平成20年10月1日
時点

2007年
度末

×

相模原市、岡山市を
除く指定都市
※出典である「住宅・
土地統計調査」にこ
れらの市のデータが
示されていないた
め。

ごみ総排出量
環境省「平成19年度一般
廃棄物処理実態調査結
果」

平成20年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

大気汚染（窒素化合
物）

環境省
「大気汚染物質広域監視シ
ステム」

平成21年10月1日
時点（時報値）

2009年
度末

○ 全指定都市

救急出動件数

総務省消防庁
「平成21年版　救急・救助
の現況」
横浜市
「大都市比較統計年表（平
成20年）」

（平成20年中）
2009年
度末

○

相模原市、岡山市を
除く指定都市
※出典である横浜市
「大都市比較統計年
表」に、データが示さ
れていないため。

犯罪認知件数
総務省統計局「統計でみる
市区町村のすがた2010」

（平成20年中）
2009年
度末

○ 全指定都市

生活保護保護率
平成20年度　社会福祉行
政業務報告
（福祉行政報告例）

（平成20年度中）
2009年
度末

○ 全指定都市

ホームレス人数
厚生労働省「ホームレスの
実態に関する全国調査報
告書（平成22年）」

平成22年1月時点
2009年
度末

○ 全指定都市

居宅介護サービス受
給者数

平成19年　厚生労働省　介
護サービス施設・事業所調
査

平成19年9月30日
時点

2007年
度末

× 全指定都市

保育所入所待機児
童数

総務省統計局「統計でみる
市区町村のすがた2010」

平成20年4月1日
時点

2007年
度末

× 全指定都市

福祉

都
市
的
課
題

Ⅰ
．
大
都
市
の
特
性

章立て・グラフタイトル・指標名

都市的
インフラ

環境
安全安心



 

出典及び用語・集計方法等についての注釈 （前頁からの続き） 

 
出 典 調査時期

自治体
ベース

合併
遡及
反映

データ対象市
用語・集計方法
等についての注

釈

法人需要への対応と
都市ｲﾝﾌﾗの整備

平成20年度　市町村別決
算状況調

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

公営企業等に対する
繰出金

平成20年度　市町村別決
算状況調

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

地価
総務省統計局「統計でみる
市区町村のすがた2010」

平成20年7月1日
時点

2007年
度末

×

札幌市、大阪市、堺
市を除く指定都市
※資料源である「都
道府県地価調査」
に、これらの市の
データが示されてい
ないため。

物価
総務省統計局
「平成21年平均消費者物
価地域差指数」

（平成21年中）
2009年
度末

○

相模原市、浜松市、
堺市を除く指定都市
※出典である「平均
消費者物価地域差
指数」に、データが
示されていないた
め。

道府県
並み
の事務

保健衛生・教育への
支出

平成20年度　市町村別決
算状況調

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

課
題

安全安心
福祉

福祉ｻｰﾋﾞｽ・公的扶
助に対応する支出

平成20年度　市町村別決
算状況調

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

都市規模に対応した
歳出構造

平成20年度　市町村別決
算状況調

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

都市規模に対応した
歳入構造

平成20年度　市町村別決
算状況調

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

人口一人当たり起債
額

平成20年度　市町村別決
算状況調

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

大都市特例事務
各指定都市平成22年度予
算

(平成22年度中）
2009年
度末

○ 全指定都市

指定都市域内税収
の配分状況

各指定都市平成20年度決
算等

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

経常収支比率
平成20年度　市町村別決
算状況調

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

実質公債費比率
平成20年度　市町村別決
算状況調

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

人口一人当たり地方
債現在高

平成20年度　市町村別決
算状況調

平成21年3月31日
時点

2009年
度末

○ 全指定都市

章立て・グラフタイトル・指標名
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政
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高い歳出水準

法人
需要

税制措置不足

Ⅲ
．
厳
し
い
財
政
状
況

財政状況
の悪化

集
積
性
・
高
次
性
・
中
枢
性


	青本要望書　100908
	青本資料編（最終）



